
議
員
提
出
第
二
十
号
議
案

地
域
主
権
関
連
三
法
案
の
今
国
会
成
立
を
求
め
る
意
見
書

政
府
が
国
会
に
提
出
し
た
地
域
主
権
関
連
三
法
案
は
、
参
議
院
に
お
い
て
四
月
二
十
八
日
に
可
決
さ
れ
、

現
在
衆
議
院
に
回
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律
案
」
は
、
地
方
が
長
年
に
わ
た
っ
て
要
請
し
て
き

た
国
と
地
方
の
協
議
の
場
の
法
制
化
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
画
期
的
な
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
」
は
、
「
地
域
主

権
戦
略
会
議
」
を
法
的
に
位
置
づ
け
、
地
方
分
権
改
革
の
重
要
な
推
進
拠
点
と
す
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治

体
の
自
由
度
を
高
め
、
地
方
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
住
民
本
位
の
施
策
を
推
進
す
る
上
で
不
可
欠
な
義
務

付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
は
、
議
決
事
件
の
範
囲
の
拡
大
な
ど
、
地
方
議

会
の
自
主
性
・
自
律
性
を
高
め
、
そ
の
機
能
を
よ
り
発
揮
し
て
い
く
た
め
に
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
法
案
は
、
地
域
住
民
が
自
ら
の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
地
域
の
諸
課
題
に
取
り
組
む
真
の
分
権

型
社
会
の
実
現
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
速
や
か
な
成
立
は
、
新
し
い
国
づ
く
り
に
対

す
る
新
内
閣
の
試
金
石
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
地
域
主
権
関
連
三
法
案
を
今
国
会
の
会
期
内
に
必
ず
成
立
さ

せ
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
八
日
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